
令和６年（生活安全課第６号）

「 定 額 減 税 」 や 「 給 付 金 」
をか た っ た詐欺に注意！！

それって･･･ 詐欺！！

国税庁からの定額減税に関するお知らせメールです。
リンク先で口座番号と暗証番号を入力してください。

市役所ですが、定額減税に当たらない方には給付金があります。
ＡＴＭで給付金が受け取れますのでＡＴＭに行ってください。

まずは疑いましょう！
▼ 電話やメールでお金の話が出たら、家族に相談しましょう。
▼ ＡＴＭの操作でお金が返ってくることはありません。
▼ 知らない相手に口座番号などの個人情報を教えないようにしましょう。


